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岩手県土地利用基本計画（計画書）の改定について 

 

１ 計画書改定理由 

土地利用基本計画は、国土利用計画全国計画及び同都道府県計画を基本とすることとさ

れているが、昨年７月に国土利用計画岩手県計画を改定したことから、岩手県土地利用基

本計画（計画書）について見直すもの。 

 

２ 計画策定の根拠 

「都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。」 

（国土利用計画法第９条第１項） 

 

３ 策定の考え方（計画書） 

  本県では、これまで、国の要領（土地利用基本計画作成要領）を参考に、「土地利用の基

本方向」、「五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針」及び「土

地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画」について策定してきたところであ

り、現計画策定以降、土地利用基本計画に係る改正等がないことから、これまでと同様の

考え方で改定する。 

 ○ 「土地利用の基本方向」は、国土利用計画岩手県計画（第五次）との整合性を保つ。 

 ○ 「五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針」は、個別法の

改正（各地域の制度改正）等がないことから、これまでと同様の内容とする。 

 ○ 「土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画」については、現在本県で

は該当する計画はない。 

 

４ 計画改定のポイント 

「３ 策定の考え方」に記載したとおり、国土利用計画岩手県計画（第五次）との整合

という観点から、岩手県土地利用基本計画書（素案）を作成している。 

国土利用計画のポイント等については、以下のとおり。 

(1) 国土利用計画岩手県計画（第五次）のポイント 

人口減少下で土地需要が減少する時代において、県土を適切に管理し荒廃を防ぐ等、

県土利用の質的向上を図る側面がより重要となっており、人口減少社会の中で県土の利
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用・管理の在り方を見出していくとともに、開発圧力が低減する機会をとらえ、自然環

境の再生・活用や安全な土地利用を推進することが大きな役割となることを踏まえ、３

つの基本方針を掲げている。 

① 県民の暮らしを支える県土利用 

都市機能や居住を中心市街地に集約、低・未利用地や空き家の有効利用、荒廃農地の

解消 

② 自然環境や美しい景観を守り活かしていく県土利用 

自然環境の有する多様な機能を活用した取組による「低炭素社会」、「循環型社会」、

「自然共生社会」の実現 

③ 安全・安心を実現する県土利用 

災害リスクの高い地域の土地利用の適切な制限、震災復興に向けた取組の推進 

 

また、本県の独自性として、本県の県土や人口減少等の実態及び各種計画を踏まえる

とともに、東日本大震災津波の経験を踏まえた県土の強靱化や復旧・復興、本県の重要

産業である農林業について、担い手への農地集積に加え地域協働による農地等の保全管

理による「荒廃農地の解消」や、多様な主体による「森林整備」などの取組等に関する

記述を盛り込んでいる。 

 

(2) 五地域の土地利用に係るポイント 

(1)のポイントを踏まえ、五地域ごとにも、土地利用の具体的な内容を土地利用基本計

画書に記述する。 

① 都市地域 

  ・ 郊外への拡大の抑制、都市機能や居住を中心市街地へ誘導 

  ・ 新たな土地需要には既存の低・未利用地の再利用を優先 

  ・ 災害リスクの高い地域の都市化の抑制 

② 農業地域 

・ 優良農地の確保と荒廃農地の解消 

･ 農地の良好な管理による県土の保全や自然環境の保全等、農業の有する多面的機能

の維持・発揮 

・ 加えて、都市における農地の計画的な保全と利用 
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③ 森林地域 

  ・ 所有者や企業など多様な主体による森林の整備・保全 

   ・ 水源や生態系の保全など、森林の有する多面的な機能に応じた施業の実施 

・ 都市及びその周辺における緑地としての保全・整備 

④ 自然公園地域 

  ・ 優れた自然の風景地の保全・再生・活用 

⑤ 自然保全地域 

  ・ 自然保全地域の改変の回避と自然環境が劣化した場合の再生 

 

５ 改定スケジュール 

(1) 本日の「第 62 回岩手県国土利用計画審議会」において、計画（素案）を説明。 

 (2) 今後、国との事前調整、市町村との法定協議等を経て、審議会の答申を受け、平成

29年度中に計画書を改定。 



 

参考 

 

参考にした考え方 

〔土地利用基本計画作成要領（抜粋）〕 
改定計画書（素案） 国土利用計画岩手県計画（第五次） 

 

５ 計画書の表示 

(1) 計画書には、土地利用の基本方向、五地域区分の重複する地 

域における土地利用に関する調整指導方針、土地利用上配慮さ 

れるべき公的機関の開発保全整備計画等を記載するものとする。 

(2) 土地利用の基本方向については、国土利用計画の「国土の利 

用に関する基本構想」その他の計画事項に示された国土利用の 

基本方向の要旨及び五地域のそれぞれの設定の主旨に基づき、 

それぞれの関係制度の運用基準からみた土地利用上の基本的事 

項等について記載するものとする。 

 (3) （略）五地域区分の重複する地域における土地利用の調整指 

導方針を検討するに当たっての参考事項を例示すれば別紙２の 

とおりである。 

 (4) 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画につ 

いては、相当規模にわたる面的広がりを持つ公的機関を主体と 

する開発保全整備計画につき、その位置、事業目的、規模等を 

別表に掲げ、当該計画が土地利用上配慮されるべきものである 

ことを記載することができるものとする。 

(5) 計画書の目次を例示すれば別紙３のとおりである。 

 

別紙３ 

前文 土地利用基本計画策定の趣旨 

１ 土地利用の基本方向 

 (1) 県土利用の基本方向 

(2) 土地利用の原則 

① 都市地域 

② 農業地域 

③ 森林地域 

④ 自然公園地域 

   ⑤ 自然保全地域 

２ 五地域区分の重複する地域における土地利用に関す

る調整指導方針 

  (1) 土地利用の優先順位、土地利用の誘導の方向等 

  (2) 特に土地利用の調整が必要と認められる地域の土

地利用調整上留意すべき基本的事項 

３ 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備

計画 
 

 

目次は、作成要領（別紙３）を参考にしている。 

 

岩手県土地利用基本計画書目次 

 

前文 土地利用基本計画策定の趣旨 

 

１ 土地利用の基本方向 

(1) 県土利用の基本方向 

   ア 県民の暮らしを支える県土利用 

イ 自然環境や美しい景観を守り活かしていく県土利用 

ウ 安全・安心を実現する県土利用 

エ 複合的な施策の推進と県土の選択的な利用 

オ 県土の有効利用に向けた多様な主体の参画 

(2) 土地利用の原則 

ア 都市地域 

イ 農業地域 

ウ 森林地域 

エ 自然公園地域 

   オ 自然保全地域 

 

２ 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導 

方針 

 (1) 都市地域と農業地域とが重複する地域 

(2) 都市地域と森林地域とが重複する地域 

(3) 都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

(4) 都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

(5) 農業地域と森林地域とが重複する地域 

(6) 農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

(7) 農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

(8) 森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

(9) 森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

 

３ 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画 

（該当なし） 

 

 

 

 国土利用計画岩手県計画（第五次） 

 

前文 

 

１ 県土利用の現状と課題 

２ 県土の利用に関する基本構想 

(1) 県土利用の基本方針 

 ア 県民の暮らしを支える県土利用 

 イ 自然環境や美しい景観を守り活かしていく県土利用 

 ウ 安全・安心を実現する県土利用 

 エ 複合的な施策の推進と県土の選択的な利用 

 オ 県土の有効利用に向けた多様な主体の参画 

 (2) 地域類型別の県土利用の基本方向 

  ア 都市 

  イ 農山漁村 

  ウ 自然維持地域 

(3) 利用区分別の県土利用の基本方向 

 ア 農地 

 イ 森林 

  （中略） 

 サ その他（沿岸域） 

３ 県土の利用区分に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別

の概要 

(1) 区分ごとの規模の目標 

 (2) 地域別の概要 

４ ２及び３に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

(1) 土地利用関連法制等の適切な運用 

(2) 県土の保全と安全性の確保 

 (3) 持続可能な県土の管理 

  (4) 恵み豊かな環境と人間の営みの両立 

  (5) その他土地の有効利用の促進 

  (6) 土地利用転換の適正化 

  (7) 県土に関する調査の推進 

  (8) 計画の効果的な推進 

  (9) 多様な主体の連携・協働による県土の有効利用 



別紙２ 

 

五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針を検討するにあたっての参考事項 

 

第１ 土地利用の優先順位、土地利用の誘導の方向等（５の（３）のア） 

１ 都市地域 ― 農業地域 

（１）市街化区域及び用途地域（市街化区域内の用途地域を除く。以下同じ。）以外の都市地域 ― 農

用地区域 

農用地としての利用を優先するものとする。 

（２）市街化区域及び用途地域以外の都市地域 ― 農用地区域以外の農業地域 

土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら、都市的な利用を認めるも

のとする。 

２ 都市地域 ― 森林地域 

（１）都市地域 ― 保安林の区域 

保安林としての利用を優先するものとする。 

（２）市街化区域及び用途地域 ― 保安林の区域以外の森林地域 

原則として、都市的な利用を優先するのが、緑地としての森林の保全に努めるものとする。 

（３）市街化区域及び用途地域以外の都市地域 ― 保安林の区域以外の森林地域 

森林としての利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りながら都市的な利用

を認めるものとする。 

３ 都市地域 ― 自然公園地域 

（１）市街化区域 ― 自然公園地域 

自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら、都市的利用を図っていく

ものとする。 

（２）市街化調整区域 ― 特別地域 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

（３）市街化調整区域 ― 特別地域以外の自然公園地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

４ 都市地域 ― 自然保全地域 

（１）市街化調整区域 ― 特別地区 

自然環境としての保全を優先する。 

（２）市街化調整区域 ― 特別地区以外の自然保全地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

５ 農業地域 ― 森林地域 

（１）農業地域 ― 保安林区域 

保安林としての利用を優先するものとする。 

（２）農用地区域 ― 保安林区域以外の森林地域 

原則として、農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用との調整を図りなが

ら、森林としての利用を認めるものとする。 

（３）農用地区域以外の農用地域 ― 保安林と区域以外の森林地域 

森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図りながら、農業上

の利用を認めるものとする。 



６ 農業地域 ― 自然公園地域 

（１）農業地域 ― 特別地域 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

（２）農業地域 ― 特別地域以外の自然公園地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

７ 農業地域 ― 自然保全地域 

（１）農業地域 ― 特別地区 

自然環境としての保全を優先するものとする。 

（２）農業地域 ― 特別地区以外の自然保全地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

８ 森林地域 ― 自然公園地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

９ 森林地域 ― 自然保全地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

第２ 特に土地利用の調整が必要と認められる地域の土地利用調整上留意すべき基本的事項（５の

（３）のイ） 

対象となる五地域の

重複の組合せ 

特に土地利用の調整が

必要と認められる地域 
土地利用調整上留意すべき基本的事項 

都市地域と 

農業地域 

○○市 混住化の進行等に伴い土地利用の混在が予想

されることから、住宅地等に係る土地利用転換

を計画的に誘導し、農地の集団的な保全・利用

を図る。 

○○市○○地域 

○○町 

１ 都市地域と 

農業地域 

２ 都市地域と 

森林地域 

○○市 新たな道路等の整備等に伴い土地利用の混在

が予想されることから、事務所・店舗等用地等

に係る土地利用転換を計画的に誘導し、農地及

び森林の集団的な保全・利用を図る。 

○○町 

○○町○○地域 

１ 都市地域と 

森林地域 

２ 都市地域と 

自然公園地域 

○○市○○地域 
新たな利用施設の整備等に伴い土地利用の混

在が予想されることから、施設用地等に係る土

地利用転換を計画的に整序・誘導し、森林の集

団的な保全・利用及び自然景観の保全を図る。 
○○町 

（注）１ 「対象となる五地域の重複の組合せ」は、例えば、都市地域と農業地域が重複し、さらに

これに加えて部分的に森林地域が重複している場合には、「１ 都市地域と農業地域 ２ 都

市地域と森林地域」と記載すること。 

２ 「特に土地利用の調整が必要と認められる地域」は、旧市町村単位以上で設定すること。 

３ 「土地利用調整上留意すべき基本的事項」で用いる地目別区分は、農地、採草放牧地、森

林及び原野並びに住宅地、工業用地、事務所・店舗等用地、その他（公用・公共施設用地等）、

保護施設用地及びこれらを総称する施設用地とすること。また、面積表示は行わないこと。 
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